
京都市告示第   号 

 平成２６年１２月２２日に市会本会議で議決された平成２６年度京都市予算の

要領は，次のとおりです。 

平成２７年１月１５日 

京都市長 門川 大作   

 

    平成26年度京都市一般会計補正予算    

         

  平成26年度京都市一般会計補正予算は，次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ406,000千円を補正し， 

  歳入歳出それぞれ745,139,000千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後 

 

 の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表繰越明許費補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表債務負担行為補正」による。 

（市債の補正） 

第４条 市債の補正は，「第４表市債補正」による。 

  

 

５０５



千円 千円 千円

10 府 支 出 金 30,359,543 270,000 30,629,543

2 府 補 助 金 9,458,287 203,000 9,661,287

3 府 委 託 金 2,746,680 67,000 2,813,680

13 繰 入 金 11,938,568 100,000 12,038,568

2 基 金 繰 入 金 11,611,581 100,000 11,711,581

16 市 債 90,079,000 36,000 90,115,000

1 市 債 90,079,000 36,000 90,115,000

744,733,000 406,000 745,139,000

千円 千円 千円

2 総 務 費 38,715,000 134,000 38,849,000

5 選 挙 費 582,971 134,000 716,971

4 保 健 福 祉 費 307,585,300 242,000 307,827,300

1 保健福祉総務費 60,504,388 242,000 60,746,388

6 産 業 観 光 費 92,159,000 30,000 92,189,000

3 中小企業対策費 84,322,451 30,000 84,352,451

744,733,000 406,000 745,139,000

補 正 後 の 額

歳 出 合 計

歳      出

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額

歳 入 合 計

　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 補 正 後 の 額

    歳      入



　第3表　債務負担行為補正

　第2表　繰越明許費補正

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額
千円 千円

11 災害対策費 2 土木災害復旧 － 0 土木施設災害復旧事 83,000
費 業

－ 0 公共土木施設災害復 821,000
旧事業

補　正　後
款 項

補　正　前

期　　間 限 度 額 限 度 額
千円 千円

2,711,700平成27年度京都駅南口駅前広場整備事業費 1,562,496
平成27年度及び
平成28年度○○

0京都会館再整備事業費 ―

有栖川下流右岸流域浸水対策事業
費

― 0
平成26年度及び
平成27年度○○

平成27年度

事　    　　　項
補  　正  　前 補　   正   　後

期　　間

民間社会福祉施設整備助成事業
費

― 0 平成27年度

162,000

297,900

排水機場集中監視システム整備
事業費

― 0
平成26年度及び
平成27年度○○

635,000

136,000



　第４表　市　債　補　正

起債の

補正前の額 補 正 額 方  法

千円 千円 千円 ％

計 90,079,000 36,000 90,115,000

補 正 後 の 額

児童福祉施設整
備費

348,000 36,000 384,000 8.0以内

起 債 の 目 的
限 度 額

利　率
償還の
方  法

発行価格が
額面金額を
下回るとき
は，その発
行価格差減
額を埋める
ため必要な
金額をこれ
に加算した
額

証 券 発 行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
又は消費貸
借の方法に
よる。

起債の日か
ら据置期間
を含め30年
以内に，元
利均等その
他の方法に
より償還す
る。ただし，
財政の都合
そ の 他 に
よっては，
繰上償還を
することが
できる。



　　　平成26年度京都市一般会計補正予算

　平成26年度京都市一般会計補正予算は，次に定めるところによる。

１　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1,093,000千円を補正し,歳入

  歳出それぞれ746,232,000千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

　の歳入歳出予算の金額は，「別表歳入歳出予算補正」による。



千円 千円 千円

13 繰 入 金 12,038,568 1,093,000 13,131,568

2 基 金 繰 入 金 11,711,581 1,093,000 12,804,581

745,139,000 1,093,000 746,232,000

千円 千円 千円

1 議 会 費 2,170,000 17,000 2,187,000

1 議 会 費 2,170,000 17,000 2,187,000

2 総 務 費 38,849,000 135,000 38,984,000

1 総 務 管 理 費 30,718,857 135,000 30,853,857

3 文 化 市 民 費 26,702,000 86,000 26,788,000

1 文化市民総務費 7,842,505 86,000 7,928,505

4 保 健 福 祉 費 307,827,300 261,000 308,088,300

1 保健福祉総務費 60,746,388 211,200 60,957,588

2 児 童 福 祉 費 71,326,544 49,600 71,376,144

5 老 人 福 祉 費 40,697,038 200 40,697,238

5 環 境 費 24,277,700 97,000 24,374,700

1 環 境 総 務 費 12,674,781 97,000 12,771,781

6 産 業 観 光 費 92,189,000 27,000 92,216,000

1 産業観光総務費 2,626,593 27,000 2,653,593

歳      出

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 補 正 後 の 額

補　正　額 補 正 後 の 額

　別表　歳入歳出予算補正

    歳      入

歳 入 合 計

款 項 補 正 前 の 額



千円 千円 千円

7 計 画 費 17,299,000 52,000 17,351,000

1 計 画 総 務 費 5,244,025 52,000 5,296,025

8 土 木 費 34,326,000 64,000 34,390,000

1 土 木 総 務 費 5,733,306 64,000 5,797,306

9 消 防 費 22,834,000 168,000 23,002,000

1 消 防 総 務 費 17,809,000 168,000 17,977,000

10 教 育 費 47,751,000 168,000 47,919,000

1 教 育 総 務 費 25,724,792 168,000 25,892,792

13 諸 支 出 金 40,752,000 18,000 40,770,000

1 公 営 企 業 費 38,604,000 18,000 38,622,000

745,139,000 1,093,000 746,232,000

補 正 後 の 額補　正　額款 項 補 正 前 の 額

歳 出 合 計



（総則）

第１条　平成26年度京都市水道事業特別会計補正予算は，次に定めるところ

　による。

（収益的支出の補正）

第２条　平成26年度京都市水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）

　第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　水 道 事 業 費 用 35,191,000 71,00071,00071,00071,000 35,262,000

　　第１項　営   業   費   用 24,019,892 71,00071,00071,00071,000 24,090,892

（資本的支出の補正）

 「13,869,180千円」を「13,884,180千円」に改め，同条に定めた資本的支出

　の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　資  本  的  支  出 27,055,000 15,00015,00015,00015,000 27,070,000

　　第１項　建  設  改  良  費 16,221,082 15,00015,00015,00015,000 16,236,082

　 (既決予定額)   (補正予定額)

第３条 予算第４条中，「14,970,000千円」を「14,985,000千円」に，

　　　平成26年度京都市水道事業特別会計補正予算

　 (既決予定額)   (補正予定額)

支　　　　出

支　　　　出



（総則）

第１条　平成26年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算は，次に定める

　ところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　平成26年度京都市公共下水道事業特別会計予算（以下「予算」とい

　う。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　公共下水道事業収益 53,398,000 18,00018,00018,00018,000 53,416,000

　　第１項　事   業   収   益 44,937,254 18,00018,00018,00018,000 44,955,254

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　公共下水道事業費用 52,487,000 48,00048,00048,00048,000 52,535,000

　　第１項　事   業   費   用 40,366,066 48,00048,00048,00048,000 40,414,066

（資本的支出の補正）

 「20,469,000千円」を「20,486,000千円」に改め，同条に定めた資本的支出

　の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　
千円 千円 千円

　第１款 42,256,727 17,00017,00017,00017,000 42,273,727

　　第１項　建  設  改  良  費 18,850,586 17,00017,00017,00017,000 18,867,586

　　　平成26年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算

　 (既決予定額)   (補正予定額)

収　　　　入

支　　　　出

支　　　　出

　 (既決予定額)   (補正予定額)

　公共下水道事業資本
　的支出

　 (既決予定額)   (補正予定額)

第３条 予算第４条中，「21,233,000千円」を「21,250,000千円」に，



（利益剰余金の処分の補正）

第４条　予算第９条中，「911,000千円」を「881,000千円」に改める。



（総則）

第１条　平成26年度京都市自動車運送事業特別会計補正予算は，次に定める

　ところによる。

（収益的支出の補正）

第２条　平成26年度京都市自動車運送事業特別会計予算第３条に定めた収益

　的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　自動車運送事業費用 23,632,000 80,00080,00080,00080,000 23,712,000

　　第１項　営   業   費   用 18,955,578 80,00080,00080,00080,000 19,035,578

　　　平成26年度京都市自動車運送事業特別会計補正予算

　 (既決予定額)   (補正予定額)

支　　　　出



（総則）

第１条　平成26年度京都市高速鉄道事業特別会計補正予算は，次に定めると

　ころによる。

（収益的支出の補正）

第２条　平成26年度京都市高速鉄道事業特別会計予算第３条に定めた収益的

　支出の予定額を次のとおり補正する。

　　　　(科　　  　目) (計)　

千円 千円 千円

　第１款　高速鉄道事業費用 39,663,000 59,00059,00059,00059,000 39,722,000

　　第１項　営   業   費   用 25,938,387 59,00059,00059,00059,000 25,997,387

　　　平成26年度京都市高速鉄道事業特別会計補正予算

支　　　　出

　 (既決予定額)   (補正予定額)

（行財政局財政部財政課）


